
医療機関物価高騰対策緊急支援補助金交付要綱 

 
（趣旨） 
第１条 知事は、物価高騰の影響を受けている医療機関の運営継続を図ることを目的に、医

療機関物価高騰対策緊急支援補助金実施要領（令和６年３月２５日伺定。以下「実施要領」

という。）に基づき、県内の医療機関を運営する法人又は個人が令和６年度の食材費等高

騰分に要する費用に対し、予算の定めるところより補助金を交付するものとし、その交付

については、大分県補助金等交付規則（昭和４３年大分県規則第２７号。以下「規則」と

いう。）に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 
 
（事業実施主体） 
第２条 事業実施主体は実施要領に定める対象施設を運営する法人又は個人とする。 
２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する施設は補助対象外とする。 
（１）国が実施主体となる施設 
（２）申請時において休止・廃止している施設 
（３）令和６年６月以降に新規開設した施設 
 
（施設区分、補助額の算定） 
第３条 補助額の算定については次のとおりとする。 
許可病床数×1,600 円×対象月数 

※許可病床数は令和６年４月１日を基準日とする。 

※対象月は令和６年４～５月とする。 

 

（補助金の交付申請及び実績報告） 

第４条 規則第３条第１項の規定による申請は、医療機関物価高騰対策緊急支援補助金交

付申請書兼補助事業実績報告書兼補助金交付請求書（第１号様式）に、誓約書（別紙）を

添えて、知事が別に定める期日までに知事に提出しなければならない。 
２ 規則第１２条に規定する実績報告は、前項の第１号様式により、補助金交付申請に併せ

て報告するものとする。 

 

（補助金の交付決定の通知） 

第５条 規則第６条に規定する補助金の交付決定の通知は、医療機関物価高騰対策緊急支

援補助金交付決定兼確定通知書（第２号様式）によるものとする。 

２ 規則第１３条に規定する補助金の額の確定通知は、前項の通知に併せて通知するもの

とする。 

 

（補助金の交付請求） 

第６条 本補助金の交付請求は、第４条の補助金交付申請書兼補助事業実績報告書に併せ

て、第１号様式により、請求するものとする。 

 

附 則 この要綱は、令和６年度予算から適用する。 
 



  
 
 

 
 

 

 

                      

                                       
 

 
 
 

 
 

  

 

 

  

 

 

     

     

     

     

     

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 



    
 

 
 

 
           

 
 
                  
 
                                      
 
                          

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

   
  

 

 

 





 

 
 


